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北青山三丁目地区まちづくりプロジェクト事業実施方針　質問回答書

頁 第 数 (数) カ (ｶ）

1

まちづくり対象
地 1 1 2 1

本プロジェクトの対象地区を示した測量図や計画図、
もしくは方位、スケールがわかるデータをいただけな
いでしょうか。

お示しできるものに関しては、募集要項等公表時に
示します。

2

まちづくり対象
地 1 1 2 2

本プロジェクトの対象地区面積は5.8haとありますが、
第2事業実施条件以降は都有地4.0haを対象とした記
述に留まっております。事業の対象エリアを明示くだ
さい。

実施方針の対象区域での提案をお願いします。

3

まちづくり対象
地

1 1 2 2

現在の都営住宅敷地対象地番（港区北青山三丁目
227番1）には敷地北東部の外苑西通りへ抜ける通路
部分も含まれていますが、本プロジェクトの事業区域
図には含まれておりません。事業実施時には東京都
にて分筆のうえ公道として整備されるご予定でしょう
か。

沿道一体型開発検討区域については、今後検討して
いく事項と考えています。

4

まちづくり対象
地

1 1 2 2

本プロジェクト敷地北東隣地となる一部民間用地（所
在地番：港区北青山三丁目181番）は袋地となってお
りますが、本プロジェクト対象地に対する囲繞地通行
権が発生していると考えてよろしいでしょうか。

沿道一体型開発検討区域については、今後検討して
いく事項と考えています。

5
補助制度につ
いて 2 1 4 1

計画推進における事業者への補助制度等は想定し
ておりますでしょうか。

提案によります。

6

プロジェクトの
概要

2 1 4 3

「エリアマネジメント活動は、民活事業の事業者が、ま
ちづくり団体及び区域内の地権者、事業主等と連携
しつつ、（中略）進めていくことを想定している。」とあ
りますが、エリアマネジメントは民活事業のみに留ま
らない本プロジェクト全体で実施していくものであり、
実施主体そのものは民活事業者であるが、受益なら
びに負担は本プロジェクト全体で応分に担うとの認識
でよろしいでしょうか。

沿道一体型開発検討区域の検討状況に応じ、適宜
調整が必要となることを踏まえ、活動や体制等につい
て事業者提案いただくものと考えますが、民活事業を
行う事業者にて活動主体の設立等、主体的に担って
いただきたいと考えております。

7

プロジェクトの
概要

2 1 4 3

「エリアマネジメント活動は、民活事業の事業者が、ま
ちづくり団体及び区域内の地権者、事業主等と連携
しつつ、（中略）進めていくことを想定している。」とあ
りますが、エリアマネジメント活動の構築、推進にお
いては先行する都営住宅建替事業区域の事業者で
ある東京都の協力ならびに費用負担が得られるもの
としてよろしいでしょうか。

東京都は、地権者として必要な協力は致しますが、
費用負担は想定していません。

8

エリアマネジメ
ント

2 1 4 3

「エリアマネジメント活動は、民活事業の事業者が、ま
ちづくり団体及び区域内の地権者、事業主と連携し
つつ、沿道一体型開発検討区域周辺における合意
形成の進捗に合わせて進めていくことを想定」
とありますが、エリアマネジメントについては、将来的
にも民活事業の事業者が主体的に行っていく義務を
負う、ということでしょうか。

No.6の回答を参照してください。

9

エリアマネジメ
ント 2 1 4 3

「まちづくり団体」とは具体的にどのような組織を想定
しているのでしょうか？

港区青山通り協議会などのまちづくり組織を言いま
す。

10

エリアマネジメ
ント

2 1 4 3

「本プロジェクトの各事業者」とありますが、これは都
営住宅建替え事業の主体である都と民活事業の選
定事業者という理解で良いでしょうか？

第３に示す各事業の事業者が該当します。

11

エリアマネジメ
ント活動と再開
発事業

2 1 4 3

本プロジェクトの各事業者は、ガイドラインを踏まえた
区域を対象としてエリアマネジメントに係る各種活動
に取り組む。とありますが、将来の再開発事業に関し
て、いわゆる「まちづくり研究会」の受け皿になった
り、アドバイザー的な役割を担う事を行なったり等の
活動も行う可能性は有りますか。

No.6の回答を参照してください。

12

回遊性の改善
について

2 4 2

東京都様において、現時点で回遊性について課題と
して認識されている具体的な内容をご教示いただけ
ますでしょうか。（○○通りの△△部分において回遊
性が阻害されている、等）

ガイドライン等を確認してください。

13

民活事業の事
業者がエリアマ
ネジメントを具
体化する時期
について 2 4 3

4ページの｢(4)事業の進め方｣によると、沿道一体型
開発検討区域の事業着工は平成33年度以降となっ
ているため、合意形成の時期は平成29年度～平成
31年度頃(民活事業の着工～しゅん工の頃)と想定さ
れます。民活事業の事業者がエリアメンジメントを具
体化する時期は、平成29年度以降(民活事業の着工
以降)という認識で相違ございませんでしょうか。

基本協定締結時点からエリアマネジメントの活動期
間と考えております。

質問 回答新番号 タイトル 該当箇所※

　　　　　　　　　　　　※質問書に記載いただいた内容をそのまま記載しておりますので、実際の記載箇所と異なる場合があります。
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北青山三丁目地区まちづくりプロジェクト事業実施方針　質問回答書

頁 第 数 (数) カ (ｶ）
質問 回答新番号 タイトル 該当箇所※

14

エリアマネジメ
ント

2

文意の確認ですが、民活事業者が民活事業区域、沿
道一体型開発検討区域、都営住宅建替事業区域に
加え、ガイドラインを踏まえた区域のうち前出３区域
に含まれない区域もエリアマネジメントするという理
解で良いか。

ご理解のとおりです。

15

開発の一体性
検討に係る情
報提供につい
て 3 2 1 1

要求を満たす施設計画を検討するうえで、意匠、空
間利用等において都営住宅の計画内容との調和・連
携を考慮する必要があると思われますが、都営住宅
の基本計画等について、どの程度の内容をどの時期
に開示されるご予定かご教示願います。

募集要項等公表時に示します。

16

スマートコミュニ
ティについて

3 2 1 2

全体の土地利用の目標において、「防災・環境保全・
省エネルギーに関する対応力を向上させるスマートコ
ミュニティ」とありますが、民活事業においてもそうし
た要素を計画に盛り込むことが要求され、その提案
内容が評価対象になると考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

17

日影規制

3 2 1 6

日影規制について、「（渋谷区）なし（地区計画によ
る）」とありますが、渋谷区側の神宮前一・三・四丁目
地区地区計画エリア内で、現在日影規制がない地域
以外で将来的に日影規制が緩和される地域がある
のでしょうか。

関係行政機関にお問い合わせください。

18

日影規制の条
件

3 2 1 6

「日影規制：（渋谷区）なし（地区計画による）」との記
載がございますが、「神宮前一・三・四丁目地区　地
区計画」には、日影規制の条件は明文化されていな
い様に見受けられます。一方で「事業者選定にあたり
重視すべき視点」には「都営住宅等との複合日影等
の検討による渋谷区側への日影への配慮など」との
記載がございますが、何か与条件はございますでしょ
うか。

周辺への日影、景観等に対する配慮の視点から、自
主規制として、都営住宅との複合日影を条件に都条
例での第１種住居地域及び第２種住居地域の日影規
制に準じることを考えています。

19

高さ制限の緩
和

3 2 1 7

都営住宅を高層・集約化して建て替える方針ですが、
港区及び渋谷区の高さ制限をどのような方法で緩和
し、高層建物を可能とするのでしょうか。

都営住宅建替に合わせて地区計画を策定する予定
です。現在、近隣説明会を実施しています。

20

立地条件の制
限

3 2 1 7

本エリアは指定容積率が400％から700％と高度利用
が可能な用途が指定されている一方、絶対高さ制限
35ｍという厳しい制約も課せられています。
空地等の創出を考えた場合、計画的にかなり窮屈な
条件となる可能性もありますが、これらの条件の緩和
等のお考えは有りますか。

地域の回遊性や防災性、にぎわいの視点から地区
計画を導入し、広場等を位置づけ、高さの制限を設
けることを考えています。

21

新たな都市計
画の設定の可
能性 3 2 1

地区計画等の都市計画を新たに定める予定はありま
すでしょうか。その場合、都市計画の内容はいつ頃ご
開示頂けますでしょうか。

No.19の回答を参照してください。

22

都市計画につ
いて 3 2 1

容積率や高さ制限につきまして、現行の法規制での
計画を想定されているのでしょうか。

No,19の回答を参照してください。

23
青山通りまちづ
くり協定書につ
いて

3 2 2 1
青山通りまちづくり協定書を開示してください。 港区青山通り協議会のホームページで公表していま

す。

24
事業計画に関
する条件 3 2 2 1

青山通りまちづくり協定書の内容についてご提示くだ
さい。

No.23の回答を参照してください。

25

「周辺エリア」
「地域」の範囲

3 2 2 1

「周辺エリア」とは、具体的に何処のエリアまでが含ま
れますでしょうか。Ｐ2、4.プロジェクトの概要、（2）に記
載の「周辺の表参道・原宿等のエリア」と考えて宜し
いでしょうか。
併せて「地域」についても、何処までを指すのかご教
示願います。

エリアについてはご理解のとおりです。また、地域に
ついてはガイドラインの範囲を想定しています。

26

土地利用の目
標

3 2 2 2 ア

「多様なライフスタイルに合わせ、官民が連携して快
適な居住環境を整備する。」とありますが、居住機能
以外の導入用途（商業用途、業務用途等）について
制限等はありますでしょうか。

都営住宅建替事業では保育園と児童館を併設し、民
活事業ではサービス付き高齢者向け住宅を条件とし
ています。それ以外の施設については、実施方針を
踏まえ、関係法令に適合した提案をいただくものと考
えております。

27

居住推進ゾー
ン 3 2 2 2 ア

居住推進ゾーンにおいて住宅用途以外はどの程度
の床を想定しているかご教示願います。

No.26の回答を参照してください。

28

土地利用の目
標

3 2 2 2

「省エネルギーに関する対応力を向上させるスマート
コミュニティを実現」とありますが、地域冷暖房の導入
は計画されておりますでしょうか。

提案によります。現時点で提案内容として義務付ける
ことは想定しておりません。

　　　　　　　　　　　　※質問書に記載いただいた内容をそのまま記載しておりますので、実際の記載箇所と異なる場合があります。
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北青山三丁目地区まちづくりプロジェクト事業実施方針　質問回答書

頁 第 数 (数) カ (ｶ）
質問 回答新番号 タイトル 該当箇所※

29

土地利用の目
標

3 2 2 2

土地利用の目標においてア・イのエリア（合計4.0ha）
については記載がありますが、本プロジェクトの範囲
である5.8haに対応する、残りの1.8haに関しての目標
があれば提示ください。

第１　３　まちづくりの目的を参照ください。

30

スマートコミュニ
ティについて 3 2 2 2

スマートコミュニティについて、具体的な基準を設ける
予定はありますでしょうか。

募集要項等公表時に示します。

31

都営住宅建替
事業または民
活事業におけ
る絶対高さ制限
の緩和につい
て

3 2 1

空間設計は、｢拠点性のあるなだらかなスカイライン
を形成する｣ことを基本方針としていますが、これは、
都営住宅建替事業および民活事業において高度地
区による高さ制限の緩和を前提としているという理解
で相違ございませんでしょうか。

No.20の回答を参照してください。

32

地元協議会に
ついて

3 2 1

青山通りまちづくり協定書を締結している地元協議会
とは、どの様な協議会なのか教えてください。（参加し
ている方々の組織構成・エリア範囲）

No.23の回答を参照してください。

33

事業手法と区
域 4 2 2 3 イ

民活事業区域約0.8haの計画図をお示しいただけな
いでしょうか。また、面積をお示しください。

募集要項等公表時に示します。

34

新設道路

4 2 2 3 エ

現況の位置指定道路から都営住宅建替事業区域に
至る新設道路の種別と整備手法をご教示下さい。

都営住宅建替事業に合わせた開発行為による道路
で、東京都が施工します。なお、民活事業も開発区域
内に属するため共同開発者となります。

35

事業手法と区
域

4 2 2 4 エ

公営物（道路）0.3haの道路幅員と延長をお示しくださ
い。またこの道路は道路法上の道路として整備され
る予定でしょうか。またその場合、港区道となることで
よろしいでしょうか。

募集要項等公表時に示します。

36

事業手法と区
域

4 2 2 4 エ

公営物（道路）0.3haについて、新設道路の整備者は
東京都様と考えてよろしいでしょうか。また、民活事業
区域の開発協議時は新設道路を含めて3面道路を前
提として計画してよろしいでしょうか。

No.34の回答を参照してください。

37

事業手法と区
域

4 2 2 4 エ

公営物（道路）0.3haについて、既存の位置指定道路
は車両が通過できないようになっておりますが、車両
進入規制は継続されますでしょうか。

一期開発においては現状を踏まえ車両通過は考えて
おりません。

38

事業手法と区
域

4 2 2 4 エ

事業区域北西側の私有地との境界部の道路状用地
について廃止、道路整備、拡幅等のお考えがあれば
お示しください。

都営住宅建替事業の中で対応するものと考えていま
すが、詳細については募集要項等公表時に示しま
す。

39

事業手法と区
域

4 2 2 4 エ

説明会において児童遊園の統合についてご説明が
ありましたが、具体にどの児童遊園を廃止し、どこに
配置される計画かお示しください。また、児童遊園へ
の日影もしくは日照時間について規制、目標、住民と
の約束等あればお示しください。

ワールド裏の児童遊園については都営住宅の解体
に合わせて閉鎖するものと考えていまが、詳細につ
いては募集要項等公表時に示します。

40

事業の進め方

4 2 2 4

スケジュールが非常にタイトですが、民活事業敷地の
定期借地契約の締結時期、民活事業の着工時期に
ついて目標月をお示しください。

事業者提案によりますが、事業者にてスケジュール
遵守のために必要な工程等を提案していただくことを
想定しております。

41

事業の進め方

4 2 2 4

スケジュールが非常にタイトであり、再開発等促進区
などの都市計画手法を用いる場合、手続きが間に合
わないことが予想されます。再開発等促進区、総合
設計制度等の都市開発手法の適用について、想定さ
れているものがあればお示しください。

No.19の回答を参照してください。

42

事業の進め方

4 2 2 4

スケジュールが非常にタイトであり、景観協議や建築
確認申請協議に時間がかかった場合、建物整備が
間に合わないことが予想されます。建築物の高さや
景観等について現在の想定をお示しください。

No．20の回答を参照してください。

43

事業の進め方

4 2 2 4

平成31年度に民活事業のしゅん工とありますが、P5
第3 2(2)(エ)では東京2020オリンピック・パラリンピック
競技大会までに早期整備できるかどうかを問われて
おります。しゅん工時期を平成32年6月末としてもよろ
しいでしょうか。

竣工予定時期は平成31年度です。

　　　　　　　　　　　　※質問書に記載いただいた内容をそのまま記載しておりますので、実際の記載箇所と異なる場合があります。
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北青山三丁目地区まちづくりプロジェクト事業実施方針　質問回答書

頁 第 数 (数) カ (ｶ）
質問 回答新番号 タイトル 該当箇所※

44

都営住宅建替
事業について

4 2 2 4

都営住宅建替事業の着工は民活事業の事業者選定
より前に示されていることから、平成28年度上期に都
営住宅建替え事業の工事入札手続きが行われるの
ですか。

都営住宅の建替に係る工事は、平成28年度末に着
手できるよう発注する予定です。

45

着工時期、しゅ
ん工時期の自
由度 4 2 2 4

民活事業の着工時期は、事業者の提案に任せて頂
けるという理解で宜しいでしょうか。また、しゅん工時
期について、提案の自由度はありますでしょうか。

着工時期は提案によりますが、竣工予定時期は平成
31年度です。

46

事業の進め方

4 2 2 4

事業スケジュールについて、平成31年度竣工と記載
があるが、平成32年3月末日までと考えてよいか。ま
た、開業時期を平成32年4月以降という考えで良い
か。

ご理解のとおりですが、２０２０オリンピックパラリン
ピック競技大会までの開業が条件と考えます。

47

事業の進め方

4 2 2 4

事業スケジュールについて、平成32年度一部まちび
らきとあるが、都住と民活のまちびらきについては
別々という考え方で良いか。

ご理解のとおりです。

48

完成時期

4 2 4

平成32年度に「一部まちびらき」とありますが、オリン
ピック開幕までの建物完成は必須条件となりますで
しょうか。

ご理解のとおりです。

49

工事スケジュー
ル

4 2 4

都営住宅の建替え工事（都施行）と民活事業の建築
工事（民間事業）については、同時期に建築工事が
進められることとなる模様ですが、各工事の工事動
線などはどのように整理される予定でしょうか。

各事業者間で調整がなされるものと考えております。

50

各街区におけ
る工事計画に
ついて

4 2 4

本プロジェクトでは、都営住宅建替事業と民活事業を
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催
時までに整備し、沿道一体型開発検討区域では上記
大会開催時の大会関連用地としての暫定利用を視
野に入れており、工事が同時進行となることが予想さ
れ、工事計画における各事業の負担や役割のすみ
分けはどのように考えているのか教えてください。

提案によりますが、各事業者間で調整がなされるも
のと考えております。

51

民活事業のしゅ
ん工 4 2 4

平成31年度（予定）しゅん工とされますが、これは平
成32年3月末（平成31年度末）と解してよろしいでしょ
うか。

ご理解のとおりです。

52

都市計画手法
の活用と事業ス
ケジュールの関
連性について

4 4

都営住宅建替事業の着工または民活事業の着工の
前に、何らかの都市計画決定(例：再開発等促進区を
定める地区計画)を前提としていますでしょうか。

No.19の回答を参照してください。

53

都営住宅建替
事業

5 1

スケジュールが非常にタイトであり、青山まちづくりガ
イドラインに掲げられる「地区計画等の活用による建
築物等の用途の誘導・規制」の内容を踏まえ事業検
討を進める必要があります。先行する都営住宅建替
事業について、地区計画（方針・整備計画）の協議状
況をお示しください。

No．19の回答を参照してください。

54

都営住宅建替
事業

5 1

都営住宅建替事業の計画詳細（図面等）は開示いた
だけますか。開示いただけるとして、その時期はいつ
ごろになるでしょうか。

募集要項等公表時に示します。
延べ面積…約20,800㎡、高さ…約70mを想定してい
ます。

55

民活事業で想
定される施設

5 2 イ

本項を実現するための施設は、ガイドラインに反さな
いものであれば商業施設、オフィス等使用用途は問
わないという理解で良いか。

実施方針を踏まえ、関係法令に適合した提案をいた
だくものと考えております。

56

民活事業

5 2

安定した事業運営のためには、事業者選定に対して
定期借地権事業の実績やサービス付き高齢者住宅
等の実績を考慮すべきと考えますが、そのような視
点を持つ予定はあるでしょうか。

ご理解のとおりです。

57

民活事業

5 2

民活事業区域に整備する住宅は、都営住宅ではない
という理解で良いか。

ご理解のとおりです。

58

地区計画等

5 3 1 1

「地区計画等」の活用について、地区計画の想定され
る具体的内容、都市計画決定までのスケジュールを
ご教示下さい。

No．19の回答を参照してください。

59

全体スケジュー
ル

5 3 1 1

「全体事業の進捗に合わせて移転計画を作成」とあ
るが既にスケジュールがあるのか。民活事業とのス
ケジュールを調整してくれるのか？

建替スケジュールに影響が出ないようにするため、円
滑な移転に向けて鋭意努力します。

　　　　　　　　　　　　※質問書に記載いただいた内容をそのまま記載しておりますので、実際の記載箇所と異なる場合があります。
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頁 第 数 (数) カ (ｶ）
質問 回答新番号 タイトル 該当箇所※

60

都営住宅の計
画概要につい
て

5 3 1 2

供給予定の都営住宅の計画概要（建物高さ、配棟、
計画プラン、面積表等）をご開示いただけますでしょう
か。

No.54の回答を参照してください。

61

整備計画

5 3 1 3

東京都が整備する約300戸の都営住宅および児童福
祉施設、児童遊園などについて、その具体的な整備
計画、計画図をお示しください。

No.54の回答を参照してください。

62

都営住宅建替
事業

5 3 1

都営住宅の建替え事業における既存入居者の移転
（退去）が長期化し、全体の事業スケジュールに遅延
が生じるリスクはございませんでしょうか。

No.59の回答を参照してください。

63

都営住宅建替
事業

5 3 1

東京都が行う都営住宅の建替え事業は、隣接する民
活事業と概ね同時期となることが想定されますが、民
活事業と同一の施工会社とする等により、施工計画
の合理化や施工コストの削減を図ることは可能でしょ
うか。

都営住宅は、東京都が発注し入札となります。
民活事業区域における事業者の公募において、施工
会社を意図して同一の会社とすることは想定していま
せん。

64

都営住宅建替
事業

5 3 1

東京都が行う都営住宅の建替え事業は、隣接する民
活事業と近接しており、建築計画（近隣配慮、日影、
意匠、建物配置等）にも工程計画や施工計画上も相
互に配慮が必要となります。募集要項の公表までに
都営住宅の事業計画について、予め開示いただくこ
とは可能でしょうか。

No.54の回答を参照してください。

65

都営住宅建替
事業

5 3 1

東京都が行う都営住宅の建替え事業に関し、民活事
業者が協力すべき内容があればお示しください。

実施方針で示す以外には、周辺建物との見合いにな
らない配棟計画等が条件と考えております。なお、新
設道路は都営住宅建替事業で敷地内道路として整
備するため、給排水等の取り出しができません。
また、新設の公営物（道路）について、表層の舗装及
び切り下げ工事等の一部工事については、民活事業
で実施することを考えています。詳細は、募集要項等
公表時に示します。

66

都営住宅建替
事業

5 3 1

建替えに当たっての移転計画を検討するのに際し
て、現状の都営住宅のうち入居中の戸数及び場所を
詳細にお示し頂けますでしょうか。

都営住宅建替事業に伴う居住者の移転は、民活事
業区域内を含め東京都の責任において行います。

67

都営住宅建替
え事業 5 3 1

都営住宅建替え事業の建物規模、高さ、等の計画建
物概要をお示しください。

No.54の回答を参照してください。

68

施設計画

5 3 1

新築する都営住宅の現段階での施設計画（階層、向
き等）を可能な範囲でご開示ください。

No.54の回答を参照してください。

69

都営住宅建替
について 5 3 1

都営住宅建替事業の設計図や日影図の案はいつ頃
公表されますでしょうか。

No.54の回答を参照してください。

70

民活事業

5 3 2 1

「多様なライフスタイルに適応した都心居住施設」とあ
りますが、青山まちづくりガイドラインではサービスア
パートメントやグループリビング等が例としてあげられ
る一方、P8 第4 1(4)アにおいてはサービス付高齢者
向け住宅と限定されております。サービスアパートメ
ントや広義のグループリビング等の整備提案でもよろ
しいでしょうか。

地域に開かれたサービス付き高齢者向け住宅は民
活事業の条件とする予定です。その他の施設につい
ては提案によります。

71

都心居住施設
について 5 3 2 1

都心居住施設（サ高住を除く）は分譲でも賃貸でも提
案可能ですか。

募集要項等公表時に示します。

72

にぎわいの創
出について

5 3 2 1

「都市計画等を踏まえ、にぎわいの創出や地域の活
性化を補完する施設を併設する」とありますが、あく
までもにぎわいの創出や地域活性化を補完する施設
であり、にぎわい施設そのものではない、という意味
でしょうか。

ご理解のとおりです。

73

施設割合

5 3 2 1

民活事業において、にぎわい施設や住宅施設、地域
活性化施設（サービス付き高齢者住宅など）の施設
割合（床面積比率など）や各施設の必要面積は決め
られているのでしょうか。

提案によります。
サービス付き高齢者向け住宅については募集要項
等公表時に示します。

74

都心居住施設

5 3 2 1

「多様なライフスタイルに適応した都心居住型施設」
には定期借地権付分譲マンションも含まれると考えて
よろしいでしょうか。

募集要項等公表時に示します。

　　　　　　　　　　　　※質問書に記載いただいた内容をそのまま記載しておりますので、実際の記載箇所と異なる場合があります。
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質問 回答新番号 タイトル 該当箇所※

75

住宅の種類

5 3 2 1

「敷地の一部において定期借地制度を活用し、・・・・
都心居住施設を整備する」とありますが、都心居住施
設は賃貸型集合住宅でも定期借地権分譲型の集合
住宅開発でも可能ということでしょうか。

募集要項等公表時に示します。

76

コンセプトを早
期実行できるた
めの体制等 5 3 2 2 ア ア

「適切な体制が構築されているか」とありますが、後
述の設計事務所、施工会社を募集時点で確定して応
募する必要がありますでしょうか。また、当選後施工
会社との協議が整わず辞退した場合、失格となるの
でしょうか。

現時点では、コンソーシアムで行うことを考えていま
す。詳細は募集要項等公表時に示します。

77

コンセプトを早
期実行できるた
めの体制等 5 3 2 2 ア ア

「適切な体制が構築されているか」とありますが、後
述の設計事務所、施工会社について、その後の協議
により変更もしくは一部業務のJV実施などを想定して
もよろしいでしょうか。

No.76の回答を参照してください。

78

コンセプトを早
期実行できるた
めの体制等 5 3 2 2 ア イ

「短期間での設計・施工と」ありますが、設計施工一
体、いわゆるデザインビルドを指しているわけではな
いとの認識でよろしいでしょうか。

最適な方法を、応募者にて提案していただくことを想
定しております。

79

設計・施工にお
ける意匠性 5 3 2 2 ア イ

意匠性とは、青山通りに相応しい景観形成を実現す
るための外観デザインのことを指すのでしょうか。

ガイドライン等を踏まえて提案してください。

80

コンセプトを早
期実行できるた
めの体制等に
ついて

5 3 2 2 ア イ

短期間での設計・施工において意匠性を保つための
方策が提案されているかとありますが、短期間での
設計・施工において意匠性を保つとはどのようなこと
かご教示願います。

事業者提案によりますが、詳細は募集要項等公表時
に示します。

81

コンセプトを早
期実行できるた
めの体制等

5 3 2 2 ア エ

「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会まで
に早期整備できるものであるか」とありますが、工事
の輻輳、人工不足、物価高などがある中、本プロジェ
クトの目的からもオリンピックに間に合わせる必要は
あるのでしょうか。民活事業につきましてスケジュー
ル設定の意図をお示しいただけますでしょうか。

競技大会時に創出用地の一部を活用することを検討
しており、大会後には沿道一体型開発を推進する予
定としています。そのため、民活事業のしゅん工予定
を平成３１年度としています。

82

コンセプトを早
期実行できるた
めの体制等

5 3 2 2 ア エ

「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会まで
に早期整備できるものであるか」とありますが、都営
住宅建替事業や周辺での新国立競技場の整備事業
が同時期に実施され、工事車両等の通行の輻輳や
資材置場の確保について多数の調整事項が発生す
るかと思われます。工事期間中、沿道一帯型開発検
討区域の一部を利用させていただくことは検討いた
だけますでしょうか。

沿道一体型開発検討区域には現在の都営住宅住民
が居住しているため、活用は難しいものと考えており
ます。

83

コンセプトを早
期実行できるた
めの体制等

5 3 2 2 ア エ

「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会まで
に早期整備できるものであるか」とありますが、土壌
汚染、地中障害物、埋蔵文化財、工事中の天災によ
る資材、人工不足、現場影響等によりやむを得ず工
期が遅延する可能性が想定されます。その際のペナ
ルティもしくは契約解除等についてどのようにお考え
でしょうか。

募集要項等公表時に示します。

84

整備スケジュー
ルの前提条件

5 3 2 2 ア エ

「事業者選定に重視すべき視点」に「オリンピック開催
までに早期整備できるものであるか」、が挙げられて
おりますが、その前提条件（都営住宅にお住まいの
方の退去、既存建屋の除却、土壌汚染や地中障害
物の調査など）につきまして、想定スケジュールを教
えて頂けますでしょうか。

No.54の回答を参照してください。

85

オリンピック・パ
ラリンピック対
応

5 3 2 2 ア エ

具体的にどんな機能がもとめられるのか。未定だった
場合、いつ頃明らかになるのか。

実施方針を踏まえて提案願います。

86

事業者選定に
当たり重視すべ
き視点 5 3 2 2 ア エ

民活事業区域の整備について、東京2020オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会開催までに整備を間に合
わせる理由はあるか。

No.81の回答を参照してください。

87

計画建物の仕
様について 5 3 2 2

計画建物の仕様について基準を設けられる予定はあ
りますでしょうか。

No.65及びNo.80の回答を参照してください。

88

民活事業

5 3 2

住居系施設に関して、定借分譲もしくは第三者への
譲渡等、借地権付き建物として売却することはお認
めいただけるのでしょうか？

募集要項等公表時に示します。

　　　　　　　　　　　　※質問書に記載いただいた内容をそのまま記載しておりますので、実際の記載箇所と異なる場合があります。
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質問 回答新番号 タイトル 該当箇所※

89

都営住宅建替
事業との関連

5 3

都営住宅建替事業は東京都が行うとありますが、都
営住宅の建替事業を民活の事業と関連付ける考え
は有りますか。たとえば、都営住宅の建設と民間事
業の建設を同じ事業者が行う等です。

No.63の回答を参照してください。

90

都営住宅建替
事業における
住宅計画につ
いて

5 1 2

都営住宅建替事業で創出する住宅300戸は現在住ま
われている約300件の居住者の方々を中心に移転予
定とのことですが、どのような誘導計画を予定されて
いますか。
（計画エリアの既存都営住宅には現在お住まいの方
はいないのか。今回のプロジェクトで仮住まいを用意
するのか。仮住まいを用意する場合、費用はどのよう
に考えているか。など）

No.66の回答を参照してください。

91

都営住宅建替
事業における
児童施設につ
いて

5 1 3

都営住宅建替事業における児童福祉施設のうち、児
童施設については、現在、既存で区域内に点在する
児童遊園の集約のほかに地区外にある区立青山児
童館等の移転・集約も考えていますか。

ご理解のとおりです。

92

「民泊」事業に
ついて

5 2 2 ア エ

オリンピック開催期間の外国人利用を想定した住宅
整備は、①共同住宅用途を前提としているのでしょう
か。②オリンピック後、大田区のような民泊事業の誘
導等、検討されているのでしょうか。

提案によります。

93

都営住宅建替
事業と民活事
業における広
場計画につい
て

5 2 2 イ イ

都営住宅建替事業と民活事業にて、それぞれ広場を
整備するとあり、都営住宅建替事業区域の広場は民
活事業の事業者が整備とありますが、２つの広場は
一つの空間、また一体的な活用をお考えですか。ま
た、運営に関して維持管理費用等はどのように考え
ていますか。

現時点では、必要な維持管理を民活事業の事業者
が行うことを想定しており、日常管理についてはエリ
アマネジメントによることを考えています。詳細は募集
要項等公表時に示します。

94

にぎわい創出
機能 5 2

にぎわい創出機能の施設規模や配置等について、現
在ご想定されている制約・条件があればご教示くださ
い。

地域特性を踏まえ、提案いただくものと考えていま
す。

95

にぎわいの創
出・地域の活性
化に資する施
設計画

6 3 2 2 イ イ

「広場において、にぎわい、憩いや地域の回遊性を踏
まえ、気品と風格のある一体的整備がされており」と
ありますが、何と広場を一体的に整備すればよろしい
でしょうか。

「都営住宅建替事業区域」及び「民活事業区域」の広
場を一体的に整備することを想定しています。

96

にぎわいの創
出・地域の活性
化に資する施
設計画

6 3 2 2 イ ウ

「周辺施設との将来的な駐車場の一体的な運用」と
ありますが、東京都駐車場条例における地域ルール
の適用を想定してもよろしいでしょうか。

実現可能な提案をいただくものと考えています。

97

にぎわいの創
出・地域の活性
化に資する施
設計画 6 3 2 2 イ ウ

「周辺施設との将来的な駐車場の一体的な運用」と
ありますが、東京都駐車場条例における付置義務台
数に対し、建物用途によっては大幅な需要の減が見
込まれる可能性があります。その場合、一体的な運
用を前提に付置義務台数を減ずる協議は可能でしょ
うか。

No.96の回答を参照してください。

98

駐車場の一体
的な運用

6 3 2 2 イ ウ

「周辺施設との将来的な駐車場の一体的な運用な
ど」とありますが、民活事業区域に周辺施設に提供す
る駐車場を整備するということでしょうか。または、逆
に、周辺駐車場を活用する計画を想定しているので
しょうか。

No.96の回答を参照してください。

99

駐車場の一体
的な運用につ
いて 6 3 2 2 イ ウ

将来的な駐車場の一体利用とは、都営住宅建替事
業と民活事業と沿道一体型開発事業により建築され
る各施設での一体利用ということでしょうか。

まちづくり対象区域を対象に考えています。

100

にぎわいの創
出・地域の活性
化に資する施
設計画

6 3 2 2 イ エ

「都営住宅棟との複合日影等の検討による渋谷区側
への日影への配慮」とありますが、都営住宅棟の計
画図をお示しいただけますでしょうか。また、日影へ
の配慮とは具体的に順守すべき日影時間、範囲が指
定されるのでしょうか。

都営住宅棟の計画図についてはNo.18及びNo.54の
回答を参照してください。

101

にぎわいの創
出・地域の活性
化に資する施
設計画 6 3 2 2 イ エ

「都営住宅棟との複合日影等の検討による渋谷区側
への日影への配慮」とありますが、複合日影における
日影規制は法や条例に基づくものではなく、手続きに
不備がなければ建築確認、開発許可（もし必要であ
れば）等は取得できるものと認識しておりますが、よ
ろしいでしょうか。

No.18の回答を参照してください。

　　　　　　　　　　　　※質問書に記載いただいた内容をそのまま記載しておりますので、実際の記載箇所と異なる場合があります。
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北青山三丁目地区まちづくりプロジェクト事業実施方針　質問回答書

頁 第 数 (数) カ (ｶ）
質問 回答新番号 タイトル 該当箇所※

102

にぎわいの創
出・地域の活性
化に資する施
設計画 6 3 2 2 イ エ

「都営住宅棟との複合日影等の検討による渋谷区側
への日影への配慮」とありますが、都営住宅棟の計
画によっても複合日影は変化します。複合日影への
都営住宅棟の影響が大きい場合、都営住宅棟の計
画を見直すようなことも想定されるのでしょうか。

都営住宅は建替え戸数等の関係から、複合日影の
検討結果によって、新たな都営住宅の計画を見直す
ことは致しません。

103

施設計画による
複合日影

6 3 2 2 イ エ

「都営住宅棟との複合日影」とあるが、既に計画が公
表されているのか？もし、出ていなければどのタイミ
ングで公表されるのか。

No.54の回答を参照してください。

104

事業者選定に
当たり重視すべ
き視点

6 3 2 2 イ エ

都営住宅棟との複合日影等の検討とあるが、事前に
都営住宅棟の施設計画は開示されるか。

No.54の回答を参照してください。

105

サービス付き高
地者向け住宅
の規模

6 3 2 2 イ

サービス付き高齢者向け住宅については、賃料、補
助金などの条件や、規模などの施設用件はあります
でしょうか。

募集要項等公表時に示します。

106

にぎわいの創
出・地域の活性
化に資する施
設計画

6 3 2 2 イ

住宅系土地利用と調和した施設とあるが、にぎわい
の創出のため住居系施設と調和する商業施設や宿
泊施設、業務施設等は一定の規模を整備しても良い
か。

関係法令等を踏まえた事業者提案によるものと考え
ております。

107

多様なライフス
タイルに適応し
た都心居住 6 3 2 2 ウ ア

「対象地に居住する者のライフスタイルを想定した上
で」とありますが、対象地に隣接する都営住宅棟に居
住される方々のライフスタイルについて想定されてい
るものがあればお示しください。

一般的な都営住宅としての利用を想定しており、都と
して具体的なライフスタイルを想定することはありま
せん。（都営住宅居住者は現居住者を予定しており
ます。）

108

サービス付高
齢者向け住宅
以外の住宅部
分について

6 3 2 2 ウ ア

分譲（定期借地権付き）が可能か 募集要項等公表時に示します。

109

多様なライフス
タイルに適応し
た都心居住

6 3 2 2 ウ イ

「サービス付き高齢者住宅における地域に開かれた
福祉サービスの具体案を提案」とありますが、サービ
ス付き高齢者住宅の設置は必須でしょうか。対象地
に居住する者のライフスタイルを想定した結果、多様
なライフスタイルに適応した都心居住として別の居住
系用途をご提案してもよろしいでしょうか。

サービス付き高齢者向け住宅の整備については提
案の条件とする予定です。

110

多様なライフス
タイルに適応し
た都心居住

6 3 2 2 ウ イ

「サービス付き高齢者住宅における地域に開かれた
福祉サービスの具体案を提案」とありますが、サービ
ス付き高齢者向け住宅自体が地域に開かれた福祉
サービスとも捉えられますが、港区民の入居率が
○％などの入居制限等を設ける予定はございますで
しょうか。

「地域に開かれた」とは福祉サービスを対象と考えて
います。

111

多様なライフス
タイルに適応し
た都心居住 6 3 2 2 ウ イ

「サービス付き高齢者住宅における地域に開かれた
福祉サービスの具体案を提案」とありますが、より多
様なライフスタイルに適応するために、整備するサ高
住が「特定施設入居者生活介護」の指定を受けること
は可能でしょうか？

一般的なサービス付き高齢者向け住宅を考えていま
すが、詳細は募集要項等公表時に示します。

112

サービス付き高
齢者住宅

6 3 2 2 ウ イ

民活事業にて整備するサービス付き高齢者住宅に
は、もともと都営住宅に住まわれていた高齢者の
方々を一定数受け入れる前提など、都営住宅居住者
に関する何らかの前提条件が付されるのでしょうか。

No.111の回答を参照してください。

113

サービス付き高
齢者住宅の内
容

6 3 2 2 ウ イ

サービス付き高齢者住宅とありますが、「サービス付
き高齢者向け住宅」の事を指すのでしょうか。

ご理解のとおりです。

114

サービス付高
齢者向け住宅 6 3 2 2 ウ イ

事業モデルの制限はあるか（賃貸に限らず、定借分
譲、会員権等）

募集要項等公表時に示します。

115

多様なライフス
タイルに適応し
た都心居住

6 3 2 2 ウ イ

福祉サービスの提供を行う基準（サービス内容、人
数、時間等）の制限はあるか。

提案によるものと考えます。

116

多様なライフス
タイルに適応し
た都心居住 6 3 2 2 ウ イ

「地域に開かれた福祉サービス」とは、要介護向け
（介護保険事業）の施設イメージなのか、介護予防
（コミュニティ、食堂提供等）をイメージしているのか。

No.115の回答を参照してください。

　　　　　　　　　　　　※質問書に記載いただいた内容をそのまま記載しておりますので、実際の記載箇所と異なる場合があります。
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北青山三丁目地区まちづくりプロジェクト事業実施方針　質問回答書

頁 第 数 (数) カ (ｶ）
質問 回答新番号 タイトル 該当箇所※

117

にぎわいの創
出・地域の活性
化に資する施
設計画

6 3 2 2 ウ エ

「対象地に居住する者のライフスタイルを想定した上
で」とありますが、対象地に居住する者のライフスタイ
ルは統計・調査等のバックデータ等によらず、民間か
らのご提案と考えてよろしいでしょうか。

提案によるものと考えます。

118

多様なライフス
タイルに適応し
た都心居住

6 3 2 2 ウ

多様なライフスタイルに適した都心居住とあるが、ＳＯ
ＨＯのような居住施設の整備をしても良いか。

提案によるものと考えます。

119

エリアマネジメ
ント

6 3 2 2 エ ア

「北青山三丁目地区のポテンシャルや地元の状況及
び課題」とありますが、地元とは北青山三丁目地区と
考えてよろしいでしょうか。

ガイドラインの範囲を想定しております。

120

エリアマネジメ
ント

6 3 2 2 エ ア

「地元の状況及び課題について十分把握し」とありま
すが、地元の状況をヒアリングする機会をいただく
か、もしくは調査結果等をお示しいただけないでしょう
か。

ガイドラインを参照してください。

121

エリアマネジメ
ント

6 3 2 2 エ

「地元の状況及び課題について十分把握し」とありま
すが、地元で街づくりの活動を行っている各団体等の
活動状況について、お教えいただけるものでしょう
か。

NO.23の回答を参照してください。

122

事業者選定に
当たり重視すべ
き視点

6 3 2 2 エ

エリアマネジメントに関して、東京都のかかわり方に
ついても提案して良いか。

エリアマネジメントは地元主体で行うものと考えてい
ます。

123

広場について

6 3 2 イ イ

ここでいう「広場」とは、８ページの第４-1-(4)-イに示
された「都営住宅建替事業区域の広場等」のことです
か。

民活事業において整備していただく広場を想定して
います。あわせてNo.95の回答を参照してください。

124

都営住宅棟の
図面提供につ
いて

6 3 2 イ エ

「都営住宅棟との複合日影等の検討による渋谷区側
への日影の配慮など」について、民活事業施設のボ
リュームスタディ及び配棟スタディをスタートさせてい
ただきたく、都営住宅棟の基本設計段階の平地平面
図、各階平面図、立面図等を提供されたい。

No.54の回答を参照してください。

125

サービス付き高
齢者向け住宅
について

6 3 2 ウ イ

サービス付き高齢者住宅について、設置する住戸数
や仕様について、基準を設ける予定はありますでしょ
うか。

募集要項等公表時に示します。

126

事業手法と区
域

6 3 3 1

民活事業区域の計画は、都営住宅建替事業区域や
沿道一体型開発検討区域との一体性や調和が重視
すべき視点として挙げられているが、事業者募集段
階、もしくは事業者決定後、各地区の計画と相互に調
整を行うことは可能か。

事業予定者決定後、各事業者間で可能な範囲にお
いて適宜調整を行うものと考えています。

127

事業スキーム・
スケジュール

6 3 3

沿道一体型開発検討区域においては民間主体の再
開発事業を検討するとあり、平成33年度以降に着工
とされていますが、想定される事業スキーム、事業ス
ケジュールについてご教示ください。

検討段階であり未定です。

128

事業者選定に
ついて

6 3 3

沿道一体型開発検討区域の事業者選定は、周辺地
権の所有如何や地元団体への加入状況に拠らず、
公募により決定されると考えて宜しいでしょうか。

検討段階であり未定です。

129

沿道一体型開
発検討の扱い 6 3 3

民活事業と沿道一体型開発の関係はどうなるのか。
民活事業に参画することが沿道一体型開発の要件と
なるのか。

検討段階であり未定です。

130

沿道一体型開
発について

6 3 3

現状想定されている事業スケジュールについて教え
てください。また東京都は沿道一体型開発について、
どのような立場で事業を進められるのでしょうか。

検討段階であり未定です。

131

駐車場の一体
利用

6 2 2 イ ウ

駐車場の一体的な運用とありますが、都営住宅・民
活街区・再開発街区のそれぞれの区域間と接続を想
定されている位置・仕様等があれば、ご教示くださ
い。

募集要項等公表時に示します。

132

周辺交通

6 2 2 イ ウ

現状で、ご認識されている周辺交通に関する課題を
ご教示ください。

事業者が把握すべきものと考えています。

　　　　　　　　　　　　※質問書に記載いただいた内容をそのまま記載しておりますので、実際の記載箇所と異なる場合があります。
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質問 回答新番号 タイトル 該当箇所※

133

民活事業にお
ける駐車場計
画について

6 2 2 イ ウ

民活事業にて整備予定の駐車場計画において、「周
辺施設との将来的な駐車場の一体的な運用」と書か
れていますが、周辺施設とはガイドライン区域又は活
用予定都有地どちらを示すのか。それとも地区外も
含め不特定多数の仕様（月極、時間貸しなど）を示す
のか。（沿道一体型開発検討区域も同様に）

ガイドラインを踏まえた区域（まちづくり対象地区）内
を対象と考えており、手法も含め提案いただくものと
考えています。

134

都営住宅棟の
位置

6 2 2 イ エ

日影等の配慮について記載がありますが、都営住宅
棟の位置・規模・ボリュームの想定されている計画に
ついてご教示ください。

No.54の回答を参照してください。

135

住宅計画

6 2 2 ウ ア

住宅計画について、住宅の種類（分譲もしくは賃貸）
のご指定があればご教示ください。

No.54の回答を参照してください。

136

住宅の面積

6 2 2 ウ ア

１住戸あたりの住戸面積に関して、何らかの条件が
付加されますでしょうか。

提案によります。

137

住宅・サ高住の
戸数

6 2 2 ウ イ

民活事業で整備する住宅およびサ高住について、そ
れぞれ戸数目標はありますでしょうか。また、サ高住
については、最低整備戸数の条件を付加する予定は
ありますでしょうか。

No.73の回答を参照してください。

138

福祉サービス
の具体案

6 2 2 ウ イ

都営住宅の居住者様などへ、アンケート・ヒアリング
などにて、どのような福祉サービスを希望されている
かの調査等は行っておりますでしょうか。

調査を行っていませんが、事業者提案によるものと
考えます。

139

福祉サービス
の安定的運営

6 2 2 ウ イ

サ高住および福祉サービスの運営母体については、
本提案時に民活事業者のコンソーシアム構成員とし
てノミネートする、という理解でよいでしょうか。

コンソーシアムとして提案いただくことを考えていま
す。

140

サ高住募集面

6 2 2 ウ イ

サ高住の募集面において、都営住宅の居住者様に
対する優先入居枠や価格制限等条件はございます
でしょうか。

NO.110の回答を参照してください。

141

サ高住補助金

6 2 2 ウ イ

平成31年度に民活事業の竣工とありますが、サ高住
の建設費に対する東京都の補助金は受けることはで
きますでしょうか。同補助金を受ける場合、ハード面、
サービス提供面、募集面の制限等（渋谷・港区民を
全体の●●％入居させる等）はございますでしょう
か。

提案によるものと考えます。

142

サ高住運営会
社変更 6 2 2 ウ イ

民活事業の事業者選定後にサ高住の運営会社を変
更することは可能でしょうか。

提案条件とすることから基本的に変更できないものと
考えますが、詳細は募集要項等公表時に示します。

143

サ高住間取り

6 2 2 ウ イ

サ高住の間取り構成に制限はございますでしょうか。
（１R25㎡が全体の●●％以上等）

募集要項等公表時に示します。

144

サ高住転貸

6 2 2 ウ イ

サ高住等福祉サービス部分を一括借り上げし、他の
事業者に一部もしくは全部を転貸する（サブリース）と
いう事業スキームでも公募要件を満たしていますで
しょうか。

募集要項等公表時に示します。

145

エリアマネジメ
ント組織

6 2 2 エ

港区様、渋谷区様、または、町会様・自治会様などと
のエリアマネジメントに関する具体的な協議は始まっ
ているのでしょうか。始まっている場合は、協議内容・
活動内容についてご開示願えますでしょうか。

エリアマネジメントに関する協議は行っておりません。
地域特性を踏まえた提案によるものと考えます。

146

にぎわいの創
出・地域の活性
化に資する施
設計画の規模、
用途について

6 イ

当該施設の規模・用途について条件が付加されてい
ますでしょうか？あるいは、事業者の自由な提案でよ
いでしょうか？

提案によるものと考えます。

147

民活事業にお
いて想定される
高齢者住宅 6 ウ イ

サービス付き高齢者向け住宅の設置は義務となりま
すでしょうか。また、他の類型の高齢者向けの住まい
を持ってこれに代えることは可能か。

No.109、およびNo.110の回答を参照してください。

148

民活事業で想
定される住宅

6 ウ イ

「多様な」とあるので、サービス付き高齢者向け住宅
以外の住宅（高齢者向けでない住宅）をサービス付き
高齢者向け住宅に併設することは可能であるという
理解で良いか。

ご理解のとおりです。

　　　　　　　　　　　　※質問書に記載いただいた内容をそのまま記載しておりますので、実際の記載箇所と異なる場合があります。
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北青山三丁目地区まちづくりプロジェクト事業実施方針　質問回答書

頁 第 数 (数) カ (ｶ）
質問 回答新番号 タイトル 該当箇所※

149

特定施設の指
定について 6 ウ イ

本物件において特定施設入居者生活介護の指定を
受けることは可能でしょうか。

No.111の回答を参照してください。

150

サービス付き高
齢者住宅の
サービス内容に
ついて

6 ウ イ

該当箇所の「地域に開かれた福祉サービス」とは、例
えばどのようなことでしょうか？
（何をもって地域に開かれたといえるのでしょうか。）

NO.110の回答を参照してください。

151

入居者の権利
形態について

6 ウ

入居するユーザーの物件占有に当たっての権利形
態について、利用権、賃借権、土地を定期借地権とし
た所有権等が考えられますが、いずれの形態をとっ
てもよろしいのでしょうか。

詳細は募集要項等公表時に示しますが、都はＳＰＣ
に土地を一体的に貸し付けることを想定しているた
め、その前提で権利形態を検討していただくこととな
ります。

152

民活事業で想
定される施設 6

まちづくりの遵守事項は「港区青山通りまちづくり協
定書」の「細則」に記載されていると思うが、どこで確
認できるか。

No.8の回答を参照してください。

153

沿道一体型開
発検討区域に
おける事業

7 3 3 3

「質の高い民間主体の都市開発事業の中で都有地を
処分することも視野に入れることとする。」とあります
が、これは沿道一体型開発検討区域に隣接する沿道
地権者との市街地再開発事業を想定しているという
認識でしょうか。またその場合、沿道地権者100％、
若しくはそれに近しい同意を得て事業を行う想定で
しょうか。

検討段階であり未定です。

154

沿道一体型開
発検討区域に
おける事業 7 3 3 3

再開発の合意形成や都市計画変更手続き等に時間
を要して沿道一体型開発検討区域の事業が遅延す
る場合も想定されますが、遅くともいつまでに着工す
るという想定はございますでしょうか。

検討段階であり未定です。

155

暫定活用の方
法

7 3 3 3

「東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会開
催時は、別途、大会関連用地として暫定活用すること
も視野にいれ」とあります。大会関連としてどのような
利活用を検討されているのか、利活用期間を含め具
体的にお示しいただけますでしょうか。

検討段階であり未定です。

156

今後のスケ
ジュールについ
て

7 3 3 3

沿道一体型開発検討区域について、「質の高い民間
主体の都市開発事業の中で都有地を処分することも
視野に入れる」とありますが、H33年度以降の着工に
向け、事業スキーム、事業者選定方法、都有地方針
について、どのようなスケジュールで検討・決定され
るご予定でしょうか。
また、詳細はいつ頃発表されるご予定でしょうか。

検討段階であり未定です。

157

都有地の扱い

7 3 3 3

”都有地を処分することも視野に入れる”とあるが、方
針の決定時期はいつ頃か

検討段階であり未定です。

158

東京2020オリン
ピック・パラリン
ピック大会開催
時の大会関連
用地としての暫
定利用につい
て

7 3 3

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催
時に大会関連用地として暫定利用を視野に入れてい
るとありますが、具体的には何を行うのか。
仮設建物等の建設工事を伴うものであれば、その内
容（用途・整備期間）を教えてください。

検討段階であり未定です。

159

基本協定の締
結及び定期借
地に関する契
約の締結

8 1 1 2

契約の当事者が変更になることは可能か。
協定時：Ａ社単独
契約時：Ａ社＆Ｂ社＆Ｃ社

基本的に事業者の変更は考えておりません。詳細は
募集要項等公表時に示します。

160

既存施設の除
去及び敷地整
備等 8 1 3 ア

建物の基礎、杭を含め植栽、埋設インフラ等も全て東
京都が除去するという認識で良いか。また、時期は、
募集要項に記載されると考えて良いか。

他の都有地活用プロジェクトを参考とし、募集要項等
公表時に示します。

161

事業手法

8 1

複数社で行う共同事業とし、借地契約の主体が２社
以上となっても良いか。また、ＳＰＣを活用したスキー
ムでの提案も可能か。

No.159の回答を参照してください。

162

事業手法

8 1

将来、借地権及び建物の一部を第三者へ譲渡した場
合、譲渡先から、その権利割合に応じた地代を直接
東京都へ支払わせることは可能か。

No.151の回答を参照してください。

163

事業手法

8 1

借地権及び施設を譲渡することは可能か。また、不
可の場合は事業者がエリアマネジメントや施設の運
営を継続する等の条件を設けた場合に譲渡が認めら
れるか。

No.151の回答を参照してください。

　　　　　　　　　　　　※質問書に記載いただいた内容をそのまま記載しておりますので、実際の記載箇所と異なる場合があります。
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北青山三丁目地区まちづくりプロジェクト事業実施方針　質問回答書

頁 第 数 (数) カ (ｶ）
質問 回答新番号 タイトル 該当箇所※

164

基本協定の締
結について 8 4 1 1

基本協定の締結時期はいつ頃を想定しているかご教
示願います。

事業予定者決定後、すみやかに締結するものと考え
ますが、詳細については募集要項等公表時に示しま
す。

165

定期借地に関
する契約の締
結 8 4 1 2 ア

「事業者に対し、借地借家法（平成3 年法律第90 号）
第22 条に定める一般定期借地権を設定する。」とあ
りますが、借地料に物価スライド条項や固定資産税
評価額の連動条項などは想定されているのでしょう
か。

募集要項等公表時に示します。

166

定期借地に関
する契約の締
結

8 4 1 2 ア

「事業者に対し、借地借家法（平成3 年法律第90 号）
第22 条に定める一般定期借地権を設定する。」とあ
りますが、権利金や保証金の設定は想定されており
ますでしょうか。また、前払い地代方式の適用等は想
定されておりますでしょうか。

募集要項等公表時に示します。

167
定期借地に関
する契約の締
結

8 4 1 2 ア
定期借地権を信託受益権化することは可能でしょう
か。

募集要項等公表時に示します。

168

定期借地に関
する契約の締
結 8 4 1 2 ア

定期借地権付建物を信託受益権化できた場合、投資
法人（上場リート、私募リート）へ譲渡することは可能
でしょうか。稼働前不動産を取得することは投資法人
にとってハードルが高いため、安定稼働後の譲渡と
なります。

募集要項等公表時に示します。

169

定期借地に関
する契約の締
結

8 4 1 2 ア

民活事業の目的を変更しなければ、定期借地権の譲
渡は可能でしょうか。

現時点で定期借地権譲渡は考えておりません。詳細
は募集要項等公表時に示します。

170

定期借地に関
する契約の締
結

8 4 1 2 ア

民活事業主体をSPCとした場合、その株式、もしくは
出資持分を譲渡することは可能でしょうか。

募集要項等公表時に示します。

171

定期借地に関
する契約の締
結 8 4 1 2 イ

「貸付の期間は、事業期間70年に建設及び除却工事
の期間を含めた期間」とありまずが、民間事業者とし
て収入のない、建設及び除却工事の期間中は地代
の減免をご検討いただけますでしょうか。

地代減免等は基本的に想定しておりません。

172

定期借地に関
する契約の締
結

8 4 1 2 イ

協議により貸付契約の期間を変更することができると
記載がありますが、定期借地契約直前に変更の協議
を求められると事業計画に多大な影響を及ぼしま
す。都営住宅の施設更新等により都有地を一体的に
活用するかどうかの最終判断の時期をお教えくださ
い。

都からの契約期間の短縮変更協議については、事業
計画への影響が多大であると認識しています。それ
を踏まえた適切な時期に判断すると考えています。
詳細については募集要項等公表時に示します。

173

定借期間

8 4 1 2 イ

貸付期間の変更は事業期間70年を短縮することも含
まれるのでしょうか。

No.172の回答を参照してください。

174

貸付期間の短
縮の可能性 8 4 1 2 イ

貸付期間を変更することができるものとするとありま
すが、貸付期間の短縮も想定しているのでしょうか。

No.172の回答を参照してください。

175

定期借地に関
する契約の締
結 8 4 1 2 イ

都営住宅の施設更新等により都有地を一体的に活
用することとなった場合、とはどのような想定かご教
示願います。

原則は70年間の定期借地契約となりますが、都がや
むを得ず一体活用する必要があると判断した場合を
想定しています。No.172の回答を参照してください。

176

定期借地に関
する契約の締
結 8 4 1 2 イ

都営住宅の施設更新等により都有地を一体的に活
用することとなった場合、貸付契約の期間を変更する
ことができるとありますが、施設更新期間分、貸付契
約の期間を延長できるということでよろしいでしょう
か。

NO.172の回答を参照してください。

177

定期借地権の
分譲・転売の可
能性 8 4 1 2

定期借地権の分譲、転売は認められますでしょうか。 No.162の回答を参照してください。

178

借地料につい
て 8 4 1 2

事業者が東京都に支払う借地料は、一時金または毎
年地代等の指定はございますでしょうか。

募集要項等公表時に示します。

179

既存施設の除
却及び敷地整
備等について 8 4 1 3 ア イ

都が実施する既存施設の除却範囲をご教示願いま
す。

募集要項等公表時に示します。

180

既存施設の除
却及び敷地整
備等 8 4 1 3 ア

「都が既存施設の除却を行う。」とありますが、除却は
地下躯体、基礎、ならびに杭や土壌汚染対策も含め
ての除却でしょうか。

募集要項等公表時に示します。

　　　　　　　　　　　　※質問書に記載いただいた内容をそのまま記載しておりますので、実際の記載箇所と異なる場合があります。
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北青山三丁目地区まちづくりプロジェクト事業実施方針　質問回答書

頁 第 数 (数) カ (ｶ）
質問 回答新番号 タイトル 該当箇所※

181

既存施設の除
却及び敷地整
備等

8 4 1 3 イ

「事業者は、都による既存施設の除却後、事業用地
の貸付けを受け、事業用地内の敷地整備等を行う。」
とありますが、なんらかの理由で除却完了が延びた
場合はP5 第3 2(2)ア(エ)「東京2020オリンピック・パラ
リンピック競技大会までに早期整備できるものである
か」の条項は遵守しなくともよいと考えてよろしいで
しょうか。

募集要項等公表時に示します。

182

既存施設の除
却及び敷地整
備等

8 4 1 3 イ

「事業者は、都による既存施設の除却後、事業用地
の貸付けを受け、事業用地内の敷地整備等を行う。」
とありますが、逆打ち工法の採用など、工法によって
は、地上躯体除却完了後、東京都様発注の地下躯
体の除却等と民間事業者発注の新築工事を並行し
て行うことが工期遵守に効果的な可能性があります。
そのような提案が可能でしょうか。

提案によるものと考えます。

183

既存施設の除
却及び敷地整
備等 8 4 1 3 イ

「事業者は、都による既存施設の除却後、事業用地
の貸付けを受け、事業用地内の敷地整備等を行う。」
とありますが、開発行為には該当しないとの前提で検
討してよろしいでしょうか。

都営住宅建替事業を含め開発許可を取得することと
なるため、事業予定者は都と共同開発者となるものと
考えています。

184

既存施設の除
却及び敷地整
備等 8 4 1 3

既存施設の除却は都が行うとありますが、民活事業
者側には既住民様の移転支援業務等は発生しない
と考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

185

建物等の整備
及び運営

8 4 1 4 ア

「地域に開かれた機能を持つサービス付き高齢者向
け住宅等を含む施設等の設計、建設及び関連業務
を行う。」とありますが、サービス付き高齢者向け住宅
等とその他の棟を建築基準法上の別棟としてもよろし
いでしょうか。

提案によります。

186

建物等の整備
及び運営

8 4 1 4 ア

「地域に開かれた機能を持つサービス付き高齢者向
け住宅等を含む施設等の設計、建設及び関連業務
を行う。」とありますが、その他の部分として定期借地
権付分譲住宅の計画は可能でしょうか。

No.73の回答を参照してください。

187

建物等の整備
及び運営

8 4 1 4 ア

「地域に開かれた機能を持つサービス付き高齢者向
け住宅等を含む施設等の設計、建設及び関連業務
を行う。」とありますが、その他の部分として定期借地
権付分譲住宅の計画が可能な場合、東京都が行う
「一般住宅を併設したサービス付き高齢者向け住宅
整備事業」のように、その他の住宅とサ高住の整備
戸数に制限を設ける予定はございますでしょうか。

No.73の回答を参照してください。

188

建物等の整備
及び運営

8 4 1 4 ア

「地域に開かれた機能を持つサービス付き高齢者向
け住宅等を含む施設等の設計、建設及び関連業務
を行う。」とありますが、関連業務とは、運営・管理業
務以外に具体的にイメージしているものがございます
でしょうか。

調整業務等が含まれるものと考えます。

189

建物等の整備
及び運営

8 4 1 4 ア

「地域に開かれた機能を持つサービス付き高齢者向
け住宅」とありますが、「地域に開かれた機能」の具
体的なイメージはございますでしょうか。

提案によるものと考えます。NO.110の回答を参照し
てください。

190

建物等の整備
及び運営

8 4 1 4 ア

「地域に開かれた機能を持つサービス付き高齢者向
け住宅」とありますが、サービス付き高齢者向け住宅
の家賃について、国や東京都から補助金の交付を受
ける想定の場合には、近傍同種の住宅の家賃の額と
均衡を失しないように定める制限があると理解してよ
ろしいでしょうか。

提案によるものと考えます。

191

建物等の整備
及び運営 8 4 1 4 ア

サービス付き高齢者住宅の戸数に制限（ミニマム＆
アッパー）はあるか。

募集要項等公表時に示します。

192

建物等の整備
及び運営 8 4 1 4 ア

サービス付き高齢者住宅の入居時の入居者に対す
る経済条件等の制約はあるか。

募集要項等公表時に示します。

193

建物等の整備
及び運営につ
いて 8 4 1 4 ア

民活事業においてサービス付き高齢者住宅を含む施
設等やにぎわい創出機能のボリュームに関し、最低
限度は設定される予定化ご教示願います。

募集要項等公表時に示します。

　　　　　　　　　　　　※質問書に記載いただいた内容をそのまま記載しておりますので、実際の記載箇所と異なる場合があります。
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北青山三丁目地区まちづくりプロジェクト事業実施方針　質問回答書

頁 第 数 (数) カ (ｶ）
質問 回答新番号 タイトル 該当箇所※

194

建物等の整備
及び運営

8 4 1 4 イ

「事業者は、まちなかの防災性向上に貢献し、人が集
う魅力ある広場空間の創出に向けて、都営住宅建替
事業区域の広場等も併せて整備・運営する」とありま
すが、都営住宅建替事業区域の広場に関する設計
図、整備費用概算等をお示しください。

都営住宅建替事業区域の広場の整備計画は、事業
者の提案によるものと考えています。詳細は募集要
項等公表時に示します。

195

建物等の整備
及び運営

8 4 1 4 イ

「事業者は、まちなかの防災性向上に貢献し、人が集
う魅力ある広場空間の創出に向けて、都営住宅建替
事業区域の広場等も併せて整備・運営する」とありま
すが、都営住宅建替事業区域の広場は総合設計上
の公開空地や地区計画上の地区施設等の位置づけ
のない広場であるとの認識でよろしいでしょうか。

当該広場は、都営住宅建替事業に合わせ、地区計
画上の地区施設として位置付ける予定です。現在、
近隣説明会を実施しています。

196

建物等の整備
及び運営

8 4 1 4 イ

「事業者は、まちなかの防災性向上に貢献し、人が集
う魅力ある広場空間の創出に向けて、都営住宅建替
事業区域の広場等も併せて整備・運営する」とありま
すが、広場「等」に該当する広場以外の物が具体に
想定されていればお示しください。

区が運営する児童遊園や都営住宅の敷地内通路な
どを想定していますが、詳細については募集要項等
公表時に示します。

197

建物等の整備
及び運営

8 4 1 4 イ

「事業者は、まちなかの防災性向上に貢献し、人が集
う魅力ある広場空間の創出に向けて、都営住宅建替
事業区域の広場等も併せて整備・運営する」とありま
すが、施工についても民活事業の事業者グループの
施工会社にて施工するということでしょうか。都営住
宅建替事業の施工会社との施工区分についてお示し
ください。

都営住宅建替事業、および民活事業区域の両広場
については、民活事業者による設計、施工、管理、運
営等を予定しています。

198

建物等の整備
及び運営

8 4 1 4 イ

「事業者は、まちなかの防災性向上に貢献し、人が集
う魅力ある広場空間の創出に向けて、都営住宅建替
事業区域の広場等も併せて整備・運営する」とありま
すが、整備費用、運営費用は東京都様がご負担され
るとの認識でよろしいでしょうか。

現時点では、都営住宅建替事業区域における施設
の設計・施工については都が必要な費用負担を行う
ことを考えていますが、詳細については募集要項等
公表時に示します。

199

建物等の整備
及び運営

8 4 1 4 イ

「事業者は、まちなかの防災性向上に貢献し、人が集
う魅力ある広場空間の創出に向けて、都営住宅建替
事業区域の広場等も併せて整備・運営する」とありま
すが、より魅力ある空間とするための変更の提案は
可能でしょうか。また、その際の変更に要した費用負
担はどのように考えればよろしいでしょうか（原設計
からの減、ならびに増）。

No.198の回答を参照してください。

200

建物等の整備
及び運営

8 4 1 4 イ

「事業者は、まちなかの防災性向上に貢献し、人が集
う魅力ある広場空間の創出に向けて、都営住宅建替
事業区域の広場等も併せて整備・運営する」とありま
すが、運営とは広場の指定管理者となるのでしょう
か。それとも協定等に基づいて運営することとなるの
でしょうか。

必要な維持管理を民活事業の事業者が行うことを想
定しており、日常管理についてはエリアマネジメントに
よることを考えています。詳細は募集要項等公表時
に示します。

201

建物等の整備
及び運営

8 4 1 4 イ

「事業者は、まちなかの防災性向上に貢献し、人が集
う魅力ある広場空間の創出に向けて、都営住宅建替
事業区域の広場等も併せて整備・運営する」とありま
すが、防災倉庫、防火水槽、非常用トイレ等を整備す
る場合、どちらの区域に整備するかなどの要件はご
ざいますでしょうか。またそうした倉庫等を両区域で
共用できるとの考えでよろしいでしょうか。

提案によるものと考えます。

202

本事業の設計
の前提となる資
料の早期公表 8 4 1 4 イ

「都営住宅建替え事業区域の広場等も併せて整備・
運営する」とありますが、都営住宅建替え事業の歩行
者・車両動線、駐車場計画等の参考資料を早期に公
表して頂くことは可能でしょうか。

No.54の回答を参照してください。

203

広場等の整備・
運営

8 4 1 4 イ

都営住宅建替事業区域は民活事業区域外ですが、
民活事業区域外の広場等の整備・運営費用につい
ては、都でご負担いただけるとの理解でよろしいで
しょうか。

No.198の回答を参照してください。

204

都営住宅建替
敷地　広場の一
体開発につい
て

8 4 1 4 イ

「都営住宅建替事業区域の広場等も併せて整備・運
営すること」とありますが、都営住宅周辺の外構工事
も民活事業にて整備すると理解してよろしいでしょう
か。
その場合、整備費用は東京都が負担するということ
でよろしいでしょうか。
また、建築基準法上の区分け、ならびに土地の権利
関係はどのように理解すればよろしいでしょうか。

No.198の回答を参照してください。

　　　　　　　　　　　　※質問書に記載いただいた内容をそのまま記載しておりますので、実際の記載箇所と異なる場合があります。
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北青山三丁目地区まちづくりプロジェクト事業実施方針　質問回答書

頁 第 数 (数) カ (ｶ）
質問 回答新番号 タイトル 該当箇所※

205

都営住宅建替
事業区域の広
場 8 4 1 4 イ

民活事業と併せて都営住宅建替事業区域の広場等
を整備・運営することとあるが、費用負担も事業者が
行う想定か。

No.198の回答を参照してください。

206

サービス付高
齢者住宅につ
いて

8 4 1 4

サービス付高齢者向け住宅の想定規模（戸数、延床
面積等）につき、ご開示いただけますでしょうか。

募集要項等公表時に示します。

207

サービス付高
齢者住宅につ
いて 8 4 1 4

サービス付高齢者向け住宅の建物所有形態等に指
定はございますでしょうか（東京都にて所有する可能
性はありますでしょうか）。

提案によりますが、現時点では都が所有することは
考えておりません。

208
事業者の組織
形態 8 4 1 4

SPC等を組成する必要があるのか。 ご理解のとおりです。

209

用地の返還

8 4 1 5

「事業者は、定期借地契約終了後に、土地を一括し
て更地で返還する。」とありますが、省資源化、資源
の有効活用の観点より、東京都様に譲渡させていた
だくことが、東京都様、事業者、都民いずれにもメリッ
トがある可能性がありますが、協議の余地を残してい
ただけますでしょうか。

原則として、更地返還を想定しております。

210

基本協定

8 4 1

過去の同様の事業から類推するに、募集要項公表時
に示された基本協定案は民間側の意向による変更
余地の少ないものとの理解でよろしいでしょうか。

基本協定書（案）は、都の本事業における認識をもと
に作成し、事業予定者と締結するものであり、原則と
してその変更を予定するものではありません。

211

定期借地権の
対象の建物は
分譲を前提とす
るのか賃貸を
前提とするのか

8 4 1

本事業によって建設された建物は、定借分譲を前提
とするのか、賃貸を前提とするのか、都のお考えをお
示しください。

募集要項等公表時に示します。

212

地中埋設物等
撤去に係る費
用負担につい
て

8 4 2

民活事業着手時に土地に起因する事象（予期せぬ地
中埋設物、埋蔵文化財、土壌汚染等）が発見された
場合は起因者である東京都の負担で処理するとの認
識でよろしいでしょうか。

他の都有地活用プロジェクトを踏まえ、詳細は募集要
項等公表時に示します。

213

既存建物解体
除却範囲につ
いて

8 4 2

既存建物の解体においては、埋設杭まで撤去される
との認識でよろしいでしょうか。

他の都有地活用プロジェクトを踏まえ、詳細は募集要
項等公表時に示します。

214

既存敷地の汚
染土壌処理に
ついて 8 4 2

既存施設の除却及び敷地整備等について、土壌汚
染については敷地整備工事内で処理されると認識し
てよろしいでしょうか。

他の都有地活用プロジェクトを踏まえ、詳細は募集要
項等公表時に示します。

215

既存建物除却
工事スケジュー
ルについて 8 4 2

既存施設の除却及び敷地整備等について「都が既存
施設の除却を行う」とありますが、具体的なスケ
ジュールをご教示ください。

他の都有地活用プロジェクトを踏まえ、詳細は募集要
項等公表時に示します。

216

施設計画

8 4 4 ア

サービス付高齢者住宅の規模（戸数等）はどの程度
必要でしょうか。

No187の回答を参照してください。

217

行政協議

8 4

本事業において、想定されている補助金はございま
すでしょうか。
また、あればその想定額等をご教授ください。

提案によるものと考えています。

218
地代の目安に
ついて 8 1 2 ア

地代の目安をご教示いただくことは可能でしょうか。 募集要項等公表時に示します。

219

借地権の種類
について 8 1 2 ア

借地権は、地上権、賃借権のどちらを前提としていま
すでしょうか。

募集要項等公表時に示します。

220
借地権の登記
の可否につい
て

8 1 2 ア
借地権は、登記することを前提としていますでしょう
か。

募集要項等公表時に示します。

221

借地権を第三
者へ承継するこ
との可否につい
て

8 1 2 ア

借地権を第三者(分譲マンションの区分所有者･REIT
等)に承継することは可能でしょうか。

募集要項等公表時に示します。

222

借地権の登記
の時期につい
て

8 1 2 ア

借地権の登記の時期はどの時点を前提としています
でしょうか。

募集要項等公表時に示します。

　　　　　　　　　　　　※質問書に記載いただいた内容をそのまま記載しておりますので、実際の記載箇所と異なる場合があります。
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北青山三丁目地区まちづくりプロジェクト事業実施方針　質問回答書

頁 第 数 (数) カ (ｶ）
質問 回答新番号 タイトル 該当箇所※

223

地代の支払い
方法について 8 1 2 ア

地代の支払い方法は、前払い、年払い等の指定はご
ざいますでしょうか。

募集要項等公表時に示します。

224

権利金・保証金
について 8 1 2 ア

借地権の設定に際して、権利金または保証金の要否
をご教示願います。

募集要項等公表時に示します。

225

定期借地権契
約に基づく地代
水準 8 1 2 ア

貴都におかれまして、想定される地代の目線はござ
いますでしょうか、或いは最低金額の設定がなされる
のでしょうか。

募集要項等公表時に示します。

226

定期借地権契
約に基づく地代
の支払い条件

8 1 2 ア

貴都におかれまして、想定される地代の支払い条件
（保証金等の一時金含む）はございますでしょうか。

募集要項等公表時に示します。

227

定期借地権契
約に基づく地代
の改定 8 1 2 ア

地代は経済状況の変化、物価の変動等により変動す
ることを前提としてよろしいでしょうか。その場合、地
代が変動する際の、貴都の想定される改定式、改定
の時期などございましたらご教授下さい。

募集要項等公表時に示します。

228

貸付契約の期
間の変更 8 1 2 イ

事業期間の70年について、これが大幅に短縮される
ようなケースはないと想定して宜しいでしょうか。

NO.172の回答を参照してください。

229

東京都様との
協議により借地
期間が変更さ
れた場合の措
置について

8 1 2 イ

東京都様のご事情(例：都営住宅の施設更新等により
都有地を一体的に活用することとなった場合)により
借地期間が短縮される場合、民活事業者または民活
事業者が建設した建物の所有者(マンション購入者
等)に対する補償等の措置は可能でしょうか。

NO.172の回答を参照してください。

230

定期借地権の
契約期間

8 1 2 イ

「事業期間70年に建設及び除却の期間を加えた期
間」とは、民活事業における新設建物の稼働期間に、
当該新設建物の建設工事期間及び、定期借地契約
終了に伴う更地返還のための新設建物の解体工事
期間を加えた期間と解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

231

既存施設の除
却 8 1 3 ア

地下構造物の撤去範囲や既存樹木の保全の方針に
ついて、決まっていればご教示ください。

募集要項等公表時に示します。

232

既存建物の除
却の範囲

8 1 3 イ

貴都が行われる既存建物の除却の範囲には、地下
ピット等地下構造物の一切が含まれるのでしょうか。
万一、新設建物の工事に際し、地中障害物等の存在
が判明し、新設建物の工事に影響を及ぼす場合は、
ご協議に応じて頂けるのでしょうか。

募集要項等公表時に示します。

233

広場の整備

8 1 4 イ

民活事業区域及び都営住宅建替事業区域の広場等
の範囲・面積について、決まっていればご教示くださ
い。

No.19の回答を参照してください。

234

都営住宅建替
事業区域の広
場等整備の位
置について

8 1 4 イ

都営住宅建替事業区域における広場等の位置･規模
について、決定している具体的な内容がありました
ら、ご教示頂けますでしょうか。

No.19の回答を参照してください。

235

広場等の種類
について 8 1 4 イ

広場等は、公共用地(公園等)、民間用地(公開空地
等)のどちらを前提としていますでしょうか。

No.19の回答を参照してください。

236

サービス付き高
齢者向け住宅
等について

8 1 4

サービス付き高齢者向け住宅等について、現時点で
整備すべき施設の大まかな規模（イメージ）がありま
したらご教示願います。
また、サービス付き高齢者向け住宅の戸数制限、
サービス内容、賃料制限など規制するものがありまし
たらご教示願います。

No.73の回答を参照してください。

237

用地の返還内
容

8 1 5

契約期間満了に伴う土地の返還時に、その後の貴都
の利用方法等により、今般の新設建物の地下部分の
原状回復につきご協議に応じて頂くことは可能でしょ
うか。

現時点では更地での返還を考えていますが、詳細は
募集要項等公表時に示します。

238

都有地貸付料

9 4 1 2 ア

「福祉インフラ整備のための土地活用検討チームに
よる土地活用方針取りまとめについて」（平成26年7
月31日付の都報道発表資料）記載の都有地貸付料
の減額は、本事業にも適用されるのでしょうか。ま
た、適用される場合、どのように要項に反映されるの
でしょうか。

福祉インフラ整備による都有地貸付の減額は基本的
に想定していません。

　　　　　　　　　　　　※質問書に記載いただいた内容をそのまま記載しておりますので、実際の記載箇所と異なる場合があります。
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質問 回答新番号 タイトル 該当箇所※

239

都有地貸付の
期間

9 4 1 2 イ

「都営住宅の施設更新等により都有地を一体的に活
用することとなった場合には」とありますが、これはい
つの時点を想定したものでしょうか。また「都営住宅
の施設更新」以外に想定している具体的なケースが
ありましたら教えてください。

No.175の回答を参照してください。

240

エリアマネジメ
ント

9 4 1 6 ア

「事業者は、地域内だけでなく周辺の住民・企業等と
も連携し、エリアマネジメント組織を立ち上げ、管理運
営する。」とありますが、。組織形態についてなにかお
考えがございますでしょうか（任意団体、一般社団法
人、NPO等）。

地域の状況を踏まえて提案いただくものと考えていま
す。

241

エリアマネジメ
ント組織 9 4 1 6 ア

ここで示すエリアマネジメント組織とはどのような形態
（法人格の有無等）を想定されていますでしょうか。

提案によります。

242

エリアマネジメ
ント組織につい
て 9 4 1 6 ア

「事業者は～エリアマネジメント組織を立ち上げ、」と
ありますが、具体的にどのような組織形態を想定おり
ますでしょうか。

提案によります。

243

エリアマネジメ
ント業務につい
て

9 4 1 6 ア

エリアマネジメント業務について、エリア対象範囲は
どのような想定でございますでしょうか。

No.133の回答を参照してください。

244

エリアマネジメ
ント

9 4 1 6 ウ

「事業者は、エリアマネジメント業務の実施について、
定期的に都へ報告する。」とありますが、エリアマネジ
メント業務を実施するのはエリアマネジメント組織で
あり、報告は当該組織から実施することでよろしいで
しょうか。

提案によるものと考えています。

245

エリアマネジメ
ント

9 4 1 6

エリマネ実施に際して必要情報となる地元の状況や
課題等について、現段階で判明しているものがあれ
ばご教示ください。

提案によるものと考えています。

246

エリアマネジメ
ント 9 4 1 6

エリアマネジメントの対象範囲については、事業者が
任意に設定して良いのでしょうか？

No.243の回答を参照してください。

247
「地域の範囲」

9 4 1 6
「地域」とは具体的にどの範囲を指すでしょうか。 ガイドラインを踏まえた範囲を想定しています。

248

エリアマネジメ
ント期間 9 4 1 6

竣工までか。定借期間中ずっと（70年間）関わらなく
てはいけないのか。

基本協定締結以降、事業期間を通じ関与いただくこと
を想定しています。詳細は募集要項等公表時に示し
ます。

249

基本的な考え
方

9 4 2 1 ア

「本事業への参加を希望する民間企業グループを公
募する。」とありますが、竹芝、宮下町のようにSPCを
組成することとなるのでしょうか。また合同会社や
TMKでの応募は可能でしょうか。

募集要項等公表時に示す要件を満たす限りにおい
て、応募者の構成は提案によります。詳細は募集要
項等公表時に示します。

250

基本的な考え
方

9 4 2 1 ア

「本事業への参加を希望する民間企業グループを公
募する。」とありますが、事業用途毎に事業グループ
を組成することは可能でしょうか。もしくは事業者選定
後、定期借地権の準共有持分の割合を全共有から
事業用途毎の持分共有に変更することは可能でしょ
うか。

No.249の回答を参照してください。

251

重複参加禁止
の要件 9 4 2 1

グループ会社（人事面、資本面での関係がある）が別
グループとして参加することに制限があるか。

募集要項等公表時に示します。

252

公募スケジュー
ル

9 4 2 2

募集要項等の公表から、提案書受付、提案審査まで
２~３か月しかない上、夏季休暇とも重なることから、
設計ならびに工事費の見積り等を鑑みますと、実質
的な事業の検討期間がほとんどありません。募集要
項等の公表を早めていただくか、検討に必要な敷地
データ等を先行開示いただくことをご検討いただけな
いでしょうか。

No.54の回答を参照してください。

253

事業予定者決
定後の扱い

9 4 2 2

事業予定者決定後の未協議事項に関する協議余地
はあるか。協議不調による辞退およびその際のペナ
ルティはあるか。

他の都有地活用プロジェクトを踏まえ、募集要項等公
表時に示します。

254

公募スケジュー
ルについて 9 4 2 2

民活事業の定期借地契約、着工は平成29年度のい
つ頃を想定しているかご教示願います。

提案によります。

　　　　　　　　　　　　※質問書に記載いただいた内容をそのまま記載しておりますので、実際の記載箇所と異なる場合があります。
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北青山三丁目地区まちづくりプロジェクト事業実施方針　質問回答書

頁 第 数 (数) カ (ｶ）
質問 回答新番号 タイトル 該当箇所※

255

エリアマネジメ
ントの範囲につ
いて 9 4 2 6 ア

「地域内だけではなく周辺の住民・企業等とともに連
携し、エリアマネジメント組織を立ち上げ、管理運営
する。」とありますが、「周辺」とはどこまでの範囲を想
定されておりますでしょうか。

No.133の回答を参照してください。

256

事業予定者の
募集及び選定

9 4 2

民間企業グループでの応募とありますが、必要とされ
る各業務のノウハウを具備していれば、単独企業で
応募することも可能なのでしょうか？

No.249の回答を参照してください。

257

事業予定者の
募集及び選定 9 4 2

民間企業グループでの応募とありますが、その場
合、事業主体はSPCなのでしょうか？

ご理解のとおりです。

258

公募スケジュー
ルの延長の可
能性

9 4 2

募集要項の公表から提案書受付までの期間が2ヶ月
と大変タイトですが、延長の可能性はありますでしょう
か。

現時点では想定しておりません。

259

エリアマネジメ
ントエリア 9 1 6 ア

エリアマネジメントの範囲について想定しているエリ
ア（範囲）があればご教示ください。

No．133の回答を参照してください。

260

エリアマネジメ
ント組織 9 1 6 ア

エリアマネジメント組織について、法人形態等の何ら
かの制限があればご教示ください。

提案によるものと考えます。

261

エリアマネジメ
ント活動

9 1 6 イ

活動内容に「地域内の建替え」「再開発の促進」「歩
行者環境の整備」といった取り組みが挙げられていま
すが、これらの点に関してご認識されている課題をご
教示ください。

募集要項等公表時に示します。

262

エリアマネジメ
ントについて

9 1 6

エリアマネジメントの延長線で、都営住宅建替事業で
創出される住宅施設の管理委託（指定管理者制度の
活用）を行う予定はありますか。

現時点では想定していません。

263

エリアマネジメ
ントについて

9 1 6

エリアマネジメントについては、ガイドライン区域の活
動と青山通りまちづくりガイドライン区域との連携が
記載されていますが、都市再生ステップアッププロ
ジェクトにおける他地区との連携（特に渋谷地区）も
視野に入れていますか。

現時点では想定しておりません。

264

公募スケジュー
ル 9 2 2

募集要項等の公表日、提案書の受付日等が決定し
ていればご教示ください（上旬、中旬、下旬でも結構
です）。

現時点では未定です。

265

基本的要件

10 4 2 3 ア

「応募者は、（中略）70 年間余りにわたる事業期間
中、安定して定期借地権の管理等を遂行できる企画
力、技術力及び経営能力を有する民間企業とする。」
とありますが、民間企業グループの構成員全てがこ
の条件を満たす必要がございますでしょうか。もしく
は最大の事業シェアを持つ代表企業が満たせばよろ
しいでしょうか。

募集要項等公表時に示します。

266

応募者の構成

10 4 2 3 イ

応募者を構成する企業のうち、事業主（建物施主）は
単独企業でよろしいでしょうか。

No.249の回答を参照してください。

267
応募者の資格
要件 10 4 2 3 イ

事業者はＳＰＣを組成する必要はありますか。 No.249の回答を参照してください。

268

応募者の構成

10 4 2 3 イ

応募の時点で、設計・建設・管理・エリマネを実施す
る参加企業名を申請する必要があるか。また、それ
ぞれを担う会社のすべてが、応募者の構成員として、
参加する必要があるか。

ご理解のとおりです。

269

資格要件

10 4 2 3 ウ

「応募者には、建物等の設計、建設、不動産管理及
びエリアマネジメント業務などについて、資格要件を
付す予定である。」とあるが、JVでの応募の場合、そ
れぞれ1社が資格を満たしていればよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

270

資格要件

10 4 2 3 ウ

「応募者には、建物等の設計、建設、不動産管理及
びエリアマネジメント業務などについて、資格要件を
付す予定である。」とあるが、エリアマネジメント業務
についての資格要件はどんなものを想定しておりま
すでしょうか。また、事業計画中（建設中）の業績等は
実績に認められますでしょうか。

事業能力として実績を把握する予定です。詳細は募
集要項等公表時に示します。

　　　　　　　　　　　　※質問書に記載いただいた内容をそのまま記載しておりますので、実際の記載箇所と異なる場合があります。
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北青山三丁目地区まちづくりプロジェクト事業実施方針　質問回答書

頁 第 数 (数) カ (ｶ）
質問 回答新番号 タイトル 該当箇所※

271

応募者の資格
要件

10 4 2 3 ウ

資格要件を付す予定に建設業務が例示されています
が、企業グループに建設会社が参加することは必須
とお考えなのでしょうか。

ご理解のとおりです。

272
構成員の変更

10 4 2 3
事業予定者決定後の構成員の変更は認められる
か。

募集要項等公表時に示します。

273

応募者の構成

10 2 3 イ

設計会社や不動産会社など、「同業間」でJV（ジョイ
ントベンチャー）体制を構築してご提案することは可
能でしょうか。

No.249の回答を参照してください。

274

代表企業

10 2 3 イ

グループの代表企業としての要件（業務上の役割、
出資比率等）は想定されているものがございますで
しょうか。既にある場合はご教授頂きたくお願い致し
ます。

募集要項等公表時に示します。

275

応募者の構成、
資格要件につ
いて

10 イ ウ

事業予定者に選定されてから、SPC等のストラク
チャーを活用することは可能でしょうか？

募集要項等公表時に示します。

276

構成員につい
て

10 イ

提案の時点の構成員が、事業予定者に選定されて
から変更があっても構わないでしょうか？（JVとして
事業者を加える等を想定）

募集要項等公表時に示します。

277

提案審査に関
する事項 11 2 4 イ ア

要項公表から提案提出までの期間が短いこともあ
り、現段階で想定されている提出書類をご提示くださ
い。

募集要項等公表時に示します。

278

提案審査に関
する事項 11 2 4 イ ア

各提案者からのプレゼンテーションの機会は予定さ
れているでしょうか。

募集要項等公表時に示します。

279

審査委員の体
制 11 2 4 ア

審査委員会の先生の構成メンバーにつき、どのよう
なご専門分野の先生を想定されていらしゃるかご教
授下さい。

募集要項等公表時に示します。

280

審査方法

11 2 4 イ

審査基準について、定性的な項目と定量的な項目の
評価比率のイメージが既にあれば、ご教授下さい。

募集要項等公表時に示します。

281

測量図の提供
について

15

民活事業施設のボリュームスタディ及び配棟スタディ
をスタートさせていただきたく、事業区域図で示されて
いる各区域の敷地面積がわかる測量図を提供された
い。

No.54の回答を参照してください。

282

活用予定都有
地内の従前及
び従後の公営
物（道路）につ
いて

15

この道路の整備主体、整備時期、整備方法（ex.別途
都が公共事業として発注する）、幅員、道路種別（ex.
建築基準法○条○項道路）について示してください。

新設道路は開発行為による道路（建築基準法第４２
条１項２号）として幅員約10ｍのものを都営住宅建替
事業において整備する予定です。従前道路は現状の
位置指定道路（建築基準法第４２条１項５号）として幅
員約１１mです。詳細は募集要項等公表時に示しま
す。

283

道路

15

「新設の公営物（道路）」は東京都が整備すると考え
てよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

284
道路

15
「新設の公営物（道路）」の幅員を教えてください。 No.282の回答を参照してください。

285

借地権の登記
の可否につい
て

15

新設の道路の整備主体及び整備手法が決定してい
る場合、内容をご教示頂けますでしょうか。

No.282の回答を参照してください。

286

事業区域図

15

従前及び新設の公営物（道路）において、民活事業
区域の負担にて、整備すべき内容はあるか。

No.65の回答を参照してください。

287
測量図につい
て 15

民活事業区域の測量図はいつ頃開示されますでしょ
うか。

募集要項等公表時に示します。

288

新設道路につ
いて 15

新設される道路の位置や幅員はいつ頃示されるで
しょうか。また道路に移管されるのは、いつ頃の予定
でしょうか。

募集要項等公表時に示します。

289

事業実施に係
るリスクについ
て

近隣への説明等の対応、土壌汚染の判明、地下埋
設物の存在、既存建物撤去に起因する工期延長等
に係る追加費用及び損害によって事業性が著しく悪
化し、事業推進が困難となった場合、借地料を含め
た事業計画の見直しができるとの理解でよろしいで
しょうか。

募集要項等公表時に示します。

　　　　　　　　　　　　※質問書に記載いただいた内容をそのまま記載しておりますので、実際の記載箇所と異なる場合があります。
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北青山三丁目地区まちづくりプロジェクト事業実施方針　質問回答書

頁 第 数 (数) カ (ｶ）
質問 回答新番号 タイトル 該当箇所※

290

定期借地契約
について

法令の改定及び不可抗力による建設費の増加につ
いては協議事項とし、地代の改定を含めた対応策を
ご検討いただくことは可能でしょうか。

別途協議するものと考えていますが、詳細は募集要
項等公表時に示します。

291

定期借地契約
について

民活事業においては住居系施設とされております
が、土地・建物は事業者で所有し、客室の「利用権」
だけをタイムシェア方式で販売する会員ホテル形式
の事業形態は認められますでしょうか。

提案によるものと考えています。

292

定期借地契約
について

借地料における最低地代の設定はありますでしょう
か。
あった場合、その金額をご提示ください。

募集要項等公表時に示します。

293

定期借地契約
について

将来的に建設費が著しく上昇した場合、地代の減額
協議をしていただくことは可能でしょうか。

現時点では地代の減額は想定していませんが、詳細
は募集要項等公表時に示します。

294

定期借地契約
について

借地期間中に社会情勢の変動等による借地料の改
定は認められますでしょうか。

現時点で改定は想定していません。詳細は募集要項
等公表時に示します。

295

定期借地契約
について

借地期間中にやむを得ず中途解約する必要が生じ
た場合、契約の取り扱いはどのようになりますでしょ
うか。

募集要項等公表時に示します。

296

定期借地契約
について

70年間の借地期間満了後、再契約を行うことは可能
でしょうか。

現時点では想定していません。

297

応募企業につ
いて

株式会社以外の、会社法に基づく合同会社や資産の
流動化に関する法律に基づく特定目的会社を設立
し、事業を実施することも可能との認識でよろしいで
しょうか。

提案によります。

298

ＳＰＣへの出資
について

本事業遂行に際し、ＳＰＣを新設し事業運営する場
合、応募者以外からのＳＰＣへの出資は認められま
すでしょうか。

募集要項等公表時に示します。

299

応募構成員の
変更について

応募構成員の変更について、どの時期まで可能で
しょうか。

募集要項等公表時に示します。

300

プレゼンテー
ションの有無に
ついて

平成28年8月頃、提案書提出後のプレゼンテーション
の機会はございますでしょうか。

募集要項等公表時に示します。

301

追加質疑につ
いて

2月8日以降の追加質疑については受理していただけ
ますでしょうか。

募集要項等公表後のプロセスにて質問を受け付けま
す。

302

敷地範囲およ
び接道道路に
ついて

民活事業区域の敷地範囲と接道道路（北東側・南東
側）の概要が詳細に分かる資料をご開示いただけま
すでしょうか。

募集要項等公表時に示します。

303

既存の植栽利
用について

本事業実施方針では「緑」をテーマの一つに掲げて
いますが、現在、活用予定都有地内にある中高木等
の植物の移植や再利用、そのまま残すなど建築計画
上の規制や既存景観配慮などの計画は予定されて
いますか。

提案によります。

304

リスク分担 税制や建築関係の法規の新設・変更に関する事項
や、地中障害・近隣の反対等によるタイムオーバーラ
ンリスク、コストオーバーランリスクの分担については
どのようにお考えでしょうか。

事業者負担と考えていますが、詳細は募集要項等公
表時に示します。

305

定期借地に関
する契約の締
結

「貸付契約の期間を変更することができるものとす
る」との標記があるが、定期借地契約に合意解約条
項を挿入することを想定しているか。想定している場
合、どの様な文言となるか。

NO.172の回答を参照してください。

306

境界確認につ
いて

境界確認（都有地と都有地の境界）は行っているか。
また、提案の際はその結果が開示されるか。

募集要項等公表時に示します。

307

土壌調査につ
いて

土壌調査は行われているか。また、提案の際はその
結果が開示されるか。

募集要項等公表時に示します。

　　　　　　　　　　　　※質問書に記載いただいた内容をそのまま記載しておりますので、実際の記載箇所と異なる場合があります。
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北青山三丁目地区まちづくりプロジェクト事業実施方針　質問回答書

頁 第 数 (数) カ (ｶ）
質問 回答新番号 タイトル 該当箇所※

308

提案書書式に
ついて

提案書の書式は、どのような物を想定しているか。
（過去のステップアッププロジェクトと同等程度か。）

過去の都有地活用プロジェクトと同等程度を考えてい
ますが、詳細は募集要項等公表時に示します。

309

募集要項の公
表について

６月を予定している募集要項等の公表において、再
度説明会や質問書の受付はあるか。

実施方針公表時と同様のプロセスを考えています。

310

行政協議等に
ついて

事業者募集までの期間において、提案する計画案に
関する行政協議等を行う必要はあるか。

提案者の責任において判断すべきものと考えます。

311

駐車場の一体
的な運用整備・
運用

駐車場について、民活事業では周辺施設との一体的
な運用との記載に対し、沿道一体型開発検討区域で
は一体的な整備・運用との記載がある。これは、駐車
場は民活事業では整備せずに、沿道一体型開発検
討区域にて整備すると理解して良いか。また、その場
合、駐車場整備計画は、どの程度開示されるのか。

事業実施可能な提案によるものと考えています。詳
細については、募集要項等公表時に示します。

　　　　　　　　　　　　※質問書に記載いただいた内容をそのまま記載しておりますので、実際の記載箇所と異なる場合があります。
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